
社会福祉法人 守口市社会福祉協議会 

職 員 採 用 試 験 案 内 【相 談 業 務】 
   令和５年３月 

1.職種・採用予定人数・受験資格 

職  種 
採用予定

人  数 
採用予定日 受 験 資 格 

 

本会 正規職員 

 

 

１人 

程度 

 

令和５年 

４月１日 

以降 

随時 

次の３つの条件をすべて満たす人とする。 

 

① 昭和３８年４月２日以降に生まれた人 

・採用予定日現在満５９歳以下の人 

 ・雇用期間中に６０歳に達した場合、６５歳を

上限とした再雇用制度あり。 

② 社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員

のいずれかの資格を有する人 

③ 相談業務の実務経験を３年以上有する人 

 

［注意］受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

   （１）成年被後見人または被保佐人 

   （２）禁錮以上の刑に処され、その執行を終えるまで、またはその執行を受けることがなく 

なるまでの人 

   （３）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

 

２.試験実施区分・日時・会場ほか 

区  分 日  時 会  場 合否発表 

≪一次試験≫ 

面接試験 随時 
守口市社会福祉協議会 

守口市京阪本通 2-5-5 

（守口市役所７階） 

１０日以内 

≪二次試験≫ 

面接試験 
※一次試験合格者のみ 

随時 
１０日以内 

 

３.受験申込手続 

（１）受付期間：令和５年３月１５日（水）～ 令和５年６月３０日（金） 

（２）提出書類：①職員採用試験受験申込書（様式１） 

        ②受験票（様式２） 

        ③写真２枚（５cm×４．５cm、申込書と受験票に貼付） 

        ④社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員のいずれかの登録証の写しな 

ど、資格を有することを確認できる書類 

        ⑤返信用封筒（一次試験受験票返信用に使用。市販の長形３号封筒に返信宛先 

         を記載し、４０４円切手を貼付してください。） 

（３）申込書の配布等 

配布場所：受験申込書（様式１）（様式２）は下記にて配布 

          守口市社会福祉協議会［守口市京阪本通２－５－５（守口市役所７階）］ 

     またはわかたけ園［守口市菊水通２－８－１７］ 

     配布時間９：００～１７：００（土日祝を除く） 

     ※守口市社会福祉協議会のホームページから入手可能 



 
（４）申込方法 

申込先 ：下記申込先に持参もしくは郵送してください。 

         社会福祉法人 守口市社会福祉協議会 

［守口市京阪本通２－５－５（守口市役所７階）］ 

     受付時間９：００～１７：００（土日祝を除く） 
 
４.勤務先条件等 

◇勤務先名称◇ わかたけ園 

 ◇勤務先住所◇ 令和５年４月新施設に移転 守口市寺方元町４－７－１３ 

◇事業所種別◇ 障害者総合支援法にもとづく［生活介護］［自立訓練（生活訓練）］を行う 

        多機能型事業所 

        その他の事業 ・守口市障がい者相談支援事業 

               ・指定特定相談支援事業 

・指定一般相談支援事業 

                             ・日中一時支援事業 

◇勤務内容◇    ・相談業務 

◇勤務時間◇  午前９：００～午後５：３０ 休憩４５分 

◇休  日◇  土日祝日、年末年始 

◇給  与◇  初任給（地域手当含）は最終学歴、前歴、実務経験によって変動 

２３８，２６４円（大学卒）～ 

２１４，８３２円（短大卒）～ 

１９６，９６８円（高校卒）～ 

                  別途 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当あり 

         昇給あり 

         社会保険完備 

         退職金制度あり 

 ◇賞  与◇  年２回（昨年度実績４．４ヵ月／年） 

 

         ※ただし、３ヵ月間は試用期間であるとし、その期間の給与は月額 

１８５,０００円になります。 

 

 

 

問合せ先：社会福祉法人 守口市社会福祉協議会 事務局 

（０６）６９９２－２７１５ 職員採用担当 


